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生活道路の子供との事故を防ぎましょう

４月は暖かくなって、活動的になるとともに、新しい生活を始める人が多

くなる季節です。初々しい新入生の姿も多く見かけるようになりますが、

車を運転する際は、生活道路にいる子供との交通事故に注意が必要

です。
◇子供の交通事故は登下校中が最も多い

交通事故にあった子供（幼児、小学生、中学生）の通行目的別のデータを見てみると、

登下校中に多く事故にあっていることがわかります。

とくに下校の時間帯は、友人宅への訪問や、友達との遊戯などと合わせて事故が多く

なっています。

こういった事故の多くは、生活道路で発生していると思われますので、夕方に生活道路

を走行する際には、子供の飛出しや信号無視に注意して運転する必要があります。

◇スクールゾーンとゾーン３０
生活道路には「スクールゾーン」や「ゾーン30」といった、歩行者

を保護するためのエリアを設けているところがあります。

「スクールゾーン」とは、小学校や幼稚園を中心とした半径約500

メートルに設定されており、幼児や児童の安全な通行のために

時間を区切って車両の通行禁止をしたり、一方通行や一時停

止、速度規制等の交通規制を実施しているエリアです。

「ゾーン30」とは、生活道路の一定区域を指定して、最高速度を

時速30キロに制限したり、歩道を広げるなどの施策により車の速

度を抑え、歩行者等の安全を確保している区域です。

いずれも、ゾーンの入口には路面標示などがあります。そのエリ

アを走行する際は、その標示に従い、注意して走行してください。

運転者として

知っておきたい知識

平成26年の道交法改正で「危険運転致死傷罪」に新たに『通行禁止

道路を危険な速度で走行したとき』という項目が付け加えられました。

交通事故を起こした場合、通行禁止違反だけでは済まず、「危険運

転致死傷罪」に問われるケースがあります。通行禁止違反にはくれぐ

れも注意してください。


